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Ⅰ　基本情報

業務の範囲

名称

指定単位
施設数：１施設

非公募

指定期間

統括管理業務、施設・設備等の維持管理に関する業務、事業の計画及び実施に関する業務、施設
の利用等に関する業務

札幌駅前通まちづくり株式会社

平成30年4月1日～令和5年3月31日

複数施設を一括指定の場合、その理由：

延床面積

名称

広場を使用に供すること。その他広場の設置目的を達成するために必要な事業。

３　評価単位
複数施設を一括評価の場合、その理由：

施設数：１施設

指定管理者評価シート

事業名 都心まちづくり推進費 所管課（電話番号）まちづくり政策局政策計画部都心まちづくり推進室（211-2692）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

約2,800㎡

主要施設

札幌の都心において、市民等に多様な活動や休憩・滞留ができる場を提供し、都心全体のにぎわ
いを創出することにより、集客交流の活性化と独自の都市文化の創造を促進し、もって札幌の魅力
と活力を高めるとともに、より豊かな市民生活を実現することを目的とする。

広場

札幌市北３条広場 所在地 札幌市中央区北2条西4丁目及び北3条西4丁目

平成26年7月19日

募集方法

非公募の場合、その理由：
■「団体の役割と両施設の設置目的・機能が一致する」
札幌駅前通まちづくり株式会社（以下「駅まち会社」という。）は、沿道地権者等が主体となって設立
された駅前通地区における唯一のエリアマネジメント団体であり、「札幌駅前通地区を将来にわたり
魅力ある都心の「顔」として育て、継続的かつ恒常的ににぎわいある地域づくりを進めるとともに、周
辺地区と連携を図ることにより相乗効果的にまちづくりの効果を波及させ、ひいては都心全体の活
性化を目指す」ことを理念に掲げている。そして、この理念を実現させるため、駅前通を地下歩行空
間、北３条広場などの地上地下空間を活用し、歩行者にとってにぎわいを感じる通りとすることなど
を活動の目標としている。
地下広場は、札幌駅前通地下歩行空間に多目的に活用できる空間を提供し、札幌の目抜き通りに
ふさわしいにぎわいを創出することにより、集客交流の活性化、新たな産業の育成及び独自の都市
文化の創造を図り、市民生活の向上に寄与することを目的として設置されている。また、北３条広場
は、市民等に多様な活動や休憩・滞留ができる場を提供し、都心全体のにぎわいを創出すること
で、集客交流の活性化と独自の都市文化の創造を促進することを目的として設置されており、両施
設共に、駅まち会社がエリアマネジメントを進める駅前通地区内に設置されている。
駅まち会社はこれまで、沿道ビルの建替時における地下歩行空間との接続検討の支援のほか、両
施設を一体として活用するイベントの開催など、地下及び地上をつなぐ回遊性の向上を促進してき
た。
また、平成28年度には、地権者と共に協議を進め、「札幌駅前通エリアヴィジョン」を策定している。
これは、「地下歩行空間のにぎわいを地上へと波及」させ、「北３条広場から歩道、路地、民地内の
公開空地をつなげ、人々が出会う空間を増加」させることなどにより、地域価値の向上を図り、駅前
通地区をより多くの人々が訪れ、交流するまちへと成長させていくことを内容としている。
このことは、札幌市が平成28年５月に策定した「第２次都心まちづくり計画」が目指す「駅前通（にぎ
わいの軸）の強化」・「都心強化先導エリアの形成」・「地上・地下の重層的ネットワークの形成」に寄
与する取組であると同時に、両施設の機能発揮に著しく有効なものである。
以上のとおり、駅まち会社と両施設の関係は密接不可分にあるほか、駅まち会社の役割と両施設
の設置目的・機能が一致することから、駅まち会社が両施設を一体的に管理運営することが妥当と
認められる。
■ 「これまでの管理が良好に行われている」
駅まち会社は、平成22年度から地下広場の、平成26年度から北３条広場の運営をそれぞれ設置当
初から行ってきており、中心市街地の地下及び地上に設置された両施設を効果的に運営するノウ
ハウを蓄積し、人材育成も図ってきているほか、積極的な広報活動等を行う中で、地下広場は当初
の目標をはるかに上回る稼働率を維持しており、北３条広場も年々稼働率が上昇し、都心における
回遊性の向上やにぎわい創出に大きく寄与している。
また、駅まち会社は、本市の出資団体であるほか、その構成員に札幌駅前通振興会、沿道地権者
や地区に隣接した企業が含まれているため、各関係機関と連携・調整する高い能力を有しており、
これまでの間、両施設の適切な活用・管理を行ってきた。
さらに、駅まち会社自らの企画により、地下広場において道産品の魅力を国内外に効果的に発信
するマルシェ事業のほか、北３条広場において歴史的・文化的価値が高い空間特性に合ったフラ
ワーカーペット事業を開催するなど、数多くの自主事業を開催し、両施設の機能発揮に取り組んで
きた。
以上のとおり、駅まち会社は、指定管理者として両施設の管理運営を適切かつ良好に行ってきた実
績がある。
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Ⅱ　令和2年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

市民の平等利用は
適切に確保できた。
利用についてのPR
を今後の課題として
いきたい。

全社員が常に節電
や省資源化の意識
を持って業務に当
たることができた。

社員に対し各種研修を実施することにより、実務能力の
向上を図るとともに専門性向上の取組も行っている。労
働関係法令を遵守し社員の労働環境を確保するととも
に、定期的なミーティングの開催により社員間の情報交
換を行うことで問題点の把握や業務の見直し等を行っ
た。また北３条広場は２つの民間施設に隣接しているた
め、双方の関係者とは密に連携をとることとした。

複数の見積徴取によるコスト削減及び適切な監督を行う
事を基本方針としたうえで、高水準のサービスやノウハ
ウを有する事業者に一部の業務を委託している。各委託
業者には月次報告書、完了報告を提出してもらい、履行
確認をしている。

指定管理者
の自己評価

基本方針を踏まえ、
札幌市北３条広場
において適切な運
営ができた。

○基本方針に則
り、適切に運営さ
れている。

○基本方針とし
て、北３条広場を
起点としたまちづ
くりについて定め
ており、エリアマネ
ジメント組織として
有する地域内の
ネットワークを活
かし、地域関係者
や広場に隣接す
るビル関係者と密
に連携しながら管
理運営を行ったこ
とは、施設の設置
目的の達成に大
きく寄与するもの
であり、高く評価
できる。

○苦情や問合せ
については丁寧な
対応を行ってお
り、札幌市に直接
苦情が入ることは
なかった。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

官公庁や地域関係
者との連携や調整
が適切に図れた。

項　目 実施状況 所管局の評価

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従事
者の確保・配置、人材育成）

▽　管理運営に係る基本方針の策定

1　業務の要求水準達成度

北３条広場の行政計画上の位置付けや、重要性を鑑
み、①札幌の歴史・文化を象徴する空間としての価値創
造の推進、②道庁赤れんが庁舎の眺望や周辺環境に配
慮したデザインの創出、③北３条広場を起点とした新た
なまちづくりシステムの構築、④効率的管理運営の推進
を基本方針とした。

札幌市北３条広場が公の施設であることに鑑み、平等利
用及び透明性の確保という方針のもと、市民の公平利用
及び管理運営の透明性の確保に注意を払っている。幅
広い情報媒体を使ってのプロモーション活動や電話等で
の簡便な申請手続きを確立することで、利用機会の増進
及び均等化を図った。

札幌市北３条広場が環境に与える影響を十分に考慮し、
省エネルギー及び省資源化の推進による温室効果ガス
の排出抑制その他、環境への負荷軽減に努めている。
使用電力量も必要最低限に抑えた。また社内で環境マ
ネジメントに関する研修を行った。

地域関係者と連携しながら業務を行うことを重視し、効率
的かつ安定した運営ができる組織を確立した。指定管理
者として適切な業務運営を実施するために、統括マネー
ジャー1名を責任者に、担当職員を2名配置した体制と
し、業務に万全を期した。また駅前通地下広場の管理ス
タッフの応援も得て、業務を遂行した。またまちづくり活
動を担う人材を育てるため、又、公の施設の管理活用を
担う組織の社員としてのホスピタリティ向上、業務スキル
向上等のため、他地域のエリアマネジメントの事例調査
や研修も実施した。

（１）統括管
理業務

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

職員の専門性の向
上は段階的に進ん
でいる。社内ミー
ティングも適切に行
われている。

外部への業務委託
は手続き及び指導
監督とも適切に行っ
た。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確保、
受託者への適切監督、履行確認）
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6/24

9/28

12/17

3/26

＜協議会メンバー＞

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課、
札幌市まちづくり政策局都心まちづくり推進室、地域代
表者、札幌駅前通まちづくり株式会社

協議・報告内容

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリン
グの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己評
価の実施）

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の
開催）

▼　関係機関一覧表を作成し、必要に応じて連絡調整
を行った。

運営協議会のほか
にも、札幌市及び
関係機関とは定期
的に協議の機会を
持ち、連携してい
る。

苦情や問い合わせ
に対しては適切に
対応できた。

資金管理については、指定管理業務、自主事業ごとの
区分経理を実施しており、税理士による外部チェックを導
入している。
現金等の取扱いについては、現金取扱規定を整備して
いるが、利用料金の金額が高いため、利用者には振込
対応でお願いしている。

要望・苦情対応についてはマニュアルを作成し、全社員
に周知している。回答内容を全社員で共有している。問
合せについては、３日以内に返答するようにしている。電
話によるものについては、受けた者が「苦情ノート」に回
答内容も含めて記入し、情報共有している。
また問合せ・要望については、月次報告書で広場管理者
に報告し、札幌市関係部局にスムーズに引継ぐことがで
きた。

・広場利用状況
・新型コロナウイルス感染拡大状
況に伴う対応状況
・その他

・広場利用状況
・利用者・通行者アンケートの実
施

第１回

・広場利用状況
・その他

開催回

第４回

いずれも適切に
行った。

・新型コロナウイルス感染拡大防
止に伴うキャンセル状況/稼働状
況
・その他 （施設の修繕など）

第２回

▽　要望・苦情対応

札幌市の業務検査は、12月に実施されたが改善事項は
特になかった。指定管理業務に関する帳簿等を整備し
た。
広場利用者アンケートを実施し、要望、意見については
記録を作成し、広場の利用促進等に役立てた。

第３回
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上（２）労働関
係法令遵守、
雇用環境維
持向上

労働関係法令を遵
守するとともに、
ワーク・ライフ・バラ
ンスを意識した。
コロナ禍で厳しい中
でも雇用や職員の
給与に影響を与え
ることはなかった。

○職員間のコミュ
ニケーションの促
進やワークライフ
バランスの向上な
どの取組が推進さ
れている。

○子育て世代へ
の支援手当の支
給、看護休暇の有
給休暇化をはじめ
とした取り組みに
ついては労働環
境向上に大きく寄
与しており、高く評
価している。

○新型コロナウィ
ルス感染拡大に
より経営環境が厳
しい状況において
も雇用や給料に
影響を与えること
がなく、またリモー
トワークの環境整
備を進めることで
在宅勤務を進め、
感染拡大防止に
取り組んできたこ
とは高く評価でき
る。

施設の供用時間が９時～21時と長時間に及ぶこと、イベ
ントの開催や設営・撤去等で不規則な勤務時間や土日
祝日勤務の必要があることから、社員においては変形労
働時間制及び変形休日制を適用し、業務の実行に支障
のないよう、効率的かつ柔軟な勤務形態とした。勤務条
件等については、労働基準法及び当社就業規則等を遵
守し、社員それぞれの希望に応じて、「仕事」と、子育て
地域活動等の「OFFの時間」の調和がはかれる状態を考
慮した。
▼　施設で働く職員（アルバイト含む）に対し、最低賃金
861円（令和元年10月3日発行）を上回る900円以上の時
給を支給した。
▼　施設で働く職員に対し、時間外労働・休日労働及び
深夜業をさせた場合、それぞれ法定割合の割増賃金を
支払った。
▼　施設で働く職員は、1週40時間、1日8時間を順守し
た。
▼　施設で働く職員に、時間外労働又は休日労働させる
場合は、書面による労使協定（36協定）により必要な定
めをし、労働基準監督署に届け出た。
▼　全ての労働者を労災保険に、条件を満たす労働者を
雇用保険に加入させた。
▼　労働者の勤務形態、家族状況等に応じて年金保険、
医療保険に適切に加入させた。また、必要に応じて適切
に届け出等を行った。
▼　雇入れ時に、健康診断を実施した。
▼　1年に1回定期健康診断を実施した。
▼　労働基準監督署からの行政指導を受けなかった。
▼　指定管理者の申込時に提出した、ワーク・ライフ・バ
ランスの取組に関して適切に実施した。
▼　更に育児や介護をしながらでも安心して就業できる
環境整備を行うことが重要であるという認識のもと、子育
て世代への支援手当の支給や、法令上は無給でも差し
支えない看護休暇の有給休暇化、育児・介護を行ってい
る社員に対する就業時間の弾力的運用など、様々な施
策を実施した。
 ▼　職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減
に意欲をもって取り組めるような、効率的かつ柔軟な労
働環境（例：時差出勤など）を整えた。
▼ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、速や
かにグループごとの分散出勤・在宅勤務を始め、広場の
管理に支障が出ないよう配慮した。
▼ 在宅勤務を円滑に行えるよう、セキュリティに十分配
慮した上で、データ等を自宅からでもアクセスできるよう
にした。
▼　第三者委託により実施している業務について、受託
者に当該業務従事者の労働環境に関わる情報提供を求
めた。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

○施設の維持管
理については、良
好に行われてい
る。

○利用者の安全
面については、図
面等を確認すると
ともに現場確認を
行っていた。

○要求水準（1回/
日）を超える頻度
（2回/日）で清掃
を実施しており、
景観を重視する
本施設において、
より清潔な状況が
保たれているこ
と、また、清掃員
が景観に配慮した
制服を着用すると
ともに、観光マッ
プ等を携帯するな
ど、工夫が見ら
れ、高く評価でき
る。

○広場のみなら
ず地域の防災の
取組を先導する
役割を担ってお
り、その活動は高
く評価できる。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上へ
の配慮、連絡体制確保、保険加入）

防災研修：令和3年3月24日（水）に実施（札幌駅前通地
区防災協議会主催）。
災害時に北３条広場など地区内の各施設を資源として活
用することを念頭に、地区内の帰宅困難者対策の備えと
果たすべき役割、施設等の活用方法などについて整理し
た。令和2年3月に策定した「札幌駅前通地区　帰宅困難
者対策の手引き＜暫定版＞」に、感染症対策を盛り込ん
だほか、新しい防災の考え方について学ぶためオンライ
ン研修を実施した
また緊急時対応マニュアルを基に、社内研修も実施し
た。また消火器も社内に備え、広場での異常時にはすぐ
に持ち出しできる体制とした。

広場利用者、駅前
通沿道の接続ビ
ル、札幌駅前通地
下広場のスタッフな
どが災害時にどの
ように対応すべきか
確認し、災害時の
対応能力の向上を
図ることができた。
感染症が蔓延して
いる際の備えにつ
いても十分に把握
した。

▽　防災

外部に委託してい
るものも含め適切
な維持管理ができ
た。

利用者の安全については、事前に打合せを行い、図面
及び作業届出書を提出してもらった。また適宜現場確認
を行った。さらに、関係各部署や近隣事業者と調整を行
い、利用がスムーズに行われるように心がけた。
損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。
拾得物取り扱いについては、一定期間まち会社で保管し
た後、最寄りの交番に届けた。

利用者の安全のた
め、適切な運営を
行った。

毎日の清掃時に、チェックをし、異常があれば関係各部
署に報告をした。また月2回電気設備の点検を行い、適
切な状況で利用いただけるように心がけた。
清掃、電気の保守点検、除排雪については第三者委託
により実施した。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

5
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

令和２年度は新型
コロナウイルス感染
拡大の影響で、例
年取り組んでいる
事業の多くが中止
となりましたが、で
きる範囲の中で、広
場の設置目的を達
成するための事業
を効果的に運営し
た。

47

○設置目的を達
成するために、自
主的な企画の実
施はもちろん、一
般の利用にあたっ
て、施設の設置目
的や景観に十分
配慮した運営がな
されるよう、利用
者との連携を密に
して、イベント等の
実施に向けた調
整を進めていた。

○今年度は新型
コロナウィルス感
染症の影響で、広
場利用についても
困難が伴うもので
あったが、利用者
とともに真摯に取
り組み、感染防止
対策を行いながら
厳しい状況でも広
場利用の機会を
作り出したことは、
高く評価できる。

○イルミネーショ
ンについては、ホ
ワイトイルミネー
ションとの連携に
とどまらずブルー
ライトアップにも取
り組むなど、様々
な取組を行ってお
り、高く評価でき
る。

全面

415

・ホームページについては、お問い合わせのあるイベント
スケジュールの充実化を図った。

新型コロナウイルス
感染症の感染拡大
の影響により、当施
設においてもイベン
トの中止が相次い
だ。

HPにおける情報提
供の充実化やマス
コミと連携したPRに
ついては、引き続き
行っていく。

（4）事業の計
画・実施業務

▽　周辺施設・事業者と連携した札幌の魅力・活力向上に
関する業務

▽　イチョウ並木及び木塊舗装等の歴史的資産の活用に
関する業務

（5）施設利用
に関する業
務 R1実績 R2計画

▽　その他広場の設置目的を達成するために必要な業務

47

▽　利用件数等

R2実績

広場利用に向けての協議・調整は、利用者とともにイベ
ントをつくりあげていくことをモットーに、丁寧に実施した。
広場の使用承認申請書の提出後、具体的な内容を確認
するため、イベント実施概要・レイアウトの他、予め定め
る広場の利用基準に合致しているかを確認するチェック
シートも提出してもらい、利用して行く流れとした。広場の
価値向上を高めるために必須であると考えている。更
に、利用者とは、事前に新型コロナウイルス感染防止対
策の確認をチェックシートを用いながら十分に打ち合わ
せることで、当日のイベントが円滑に行えるように取り組
んだ。

イチョウ並木及び木塊舗装等は、日本土木学会の土木
遺産に認定されており、これらの歴史的資産を広く広報
する必要がある。これらについては、活用パンフレットや
インターネット上で積極的な情報発信等を実施した。また
冬の景観づくりの一環として、イルミネーションを実施し
た。

・当施設にある北海道に現存する最古の街路樹である
29本のイチョウ並木を光で演出したアカプライルミネー
ションを開催した。また今年度は、「札幌市医療従事者応
援プロジェクト」に賛同し、「ブルーライトアップ」にも取り
組んだ。

日数

稼働率(％)

2

半面

○広場利用の件
数自体は少ないも
のの、コロナ禍に
いおいても屋外の
オープンスペース
として役割を果た
しており、各種業
務は適切に行わ
れていた。

日数

▽　不承認０件、　取消し０件、　減免3件

▽　利用促進の取組

1

人数(人）

人数(人）

稼働率(％)

6
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

▼ウェブアクセシビリティ取組確認を実施し、令和3年3月
12日に公開した。
・ホームページ運用にあたっては、札幌市公式ホーム
ページガイドラインを参考に運用したほか、ウェブアクセ
シビリティについは、JISX8341-3：2016の適合レベルに
準拠できるように改修を行った。
・HPのコンテンツ充実に取り組んでいる。（令和２年度閲
覧数：110,000件。1日あたりの平均閲覧数：300件）
・新聞社に協力いただき、北３条広場で開催されるイベン
トのうち公益性のあるイベントについては、情報を新聞に
掲載していただいている。観光情報雑誌に施設やイベン
ト等について掲載いただいた。
・当社で発行するメールマガジンでもイベント情報の発信
を行った。
・施設への視察についても積極的に受け入れた。
・地下広場内に設置しているインフメーションボードには、
北３条広場のイベント情報も掲載した。
・北３条広場に関する記事（国内・国外向け）も執筆し、施
設の普及啓発を進めた。

HPはイベントや広
場の情報につい
て、広く周知できる
ようにした。

（6）付随業務

○北３条広場の
HPを制作し、アク
セシビリティに配
慮しながらイベン
トの広報にも積極
的に取り組んでい
た。

○新聞や雑誌へ
の情報掲載や記
事執筆など、様々
な媒体を用い、要
求水準以上に積
極的な情報提供
を行っている点に
ついては、高く評
価できる。

▽　引継ぎ業務

▽　広報業務

7
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利用者の利便性向上事業(電源設備整備)
広場は、今後多種多様なイベントが入ることが想定され
ることから、イベント業者の利便性を高める上で、電源設
備を設置し、利用者から電源設備利用料を徴収した。利
用料：77,328円

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

２　自主事業その他

▽　自主事業

広場における撮影事業
広場は、札幌のメインストリートである札幌駅前通と歴史
的観光資源である北海道庁赤れんが庁舎の間に位置し
ており、札幌で初めて舗装道路が整備された歴史的価
値の高い場所で、この魅力ある場所を日々発信するた
め、協力いただく北海道放送株式会社に撮影場所を提
供。広場のイベントを適時紹介いただいた。

新型コロナウイルス
の感染拡大の影響
もあり、例年開催し
ている多くの事業は
中止となりました
が、新たな日常を
作るための取組も
実施した。次年度
以降は安全が確保
された段階で、賑わ
い創出を伴う事業も
検討していきたい。
今後共、利用者の
参考となるような企
画制作に努めて行
きたい。

ロケーション撮影事業
広場は、札幌のメインストリートである札幌駅前通と歴史
的観光資源である北海道庁赤れんが庁舎の間に位置し
ており、札幌で初めて舗装道路が整備された歴史的価
値の高い場所である。広場での商業利用撮影の希望は
多いものの、短時間での撮影であることから、広場の利
用料金を払えないパターンも多くみられたため、こうした
商業用利用の撮影については料金を設定した。今年度
は18件の利用があった。利用料：168,300円

『Sapporo City Wi-Fi』運用事業事業
当施設においても札幌市で実施している「Sapporo City
Wi-Fi」を導入し運営した。（利用料は無料）

アカプラテイクアウト ～みんなのテラス席プロジェクト～
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、テイクア
ウト食品への需要が高まっています。そこで、テイクアウ
ト食品の販売を希望する事業者と駅前通地区のオフィス
ワーカー等の来街者をつなぐため、アカプラをテイクアウ
ト食品の販売スペースとして活用していきます。加えて、
テイクアウト食品だけでなく野菜や花きなどの移動販売
の受け入れや、販売スペースの一画を利用した音楽演
奏やパフォーマンスなども行い、広場の新たな使い方と
して実験的に運用開始しました。利用料：431,200円

○指定管理者自
ら企画、運営する
事業により、広場
の設置目的であ
る、「都心全体の
にぎわい創出、集
客交流の活性化
と独自の都市文
化の創造を促進
し、もって札幌の
魅力と活力」を高
めることに、大きく
貢献している。

○特に、R2年度
は新型コロナウィ
ルス感染症の影
響により広場利用
が落ち込む中に
おいても、広場の
新たな活用方法と
してのキッチン
カーの導入や、
バーチャル空間
の構築を進めるな
ど意欲的な取組を
進めており、施設
の設置目的の達
成に大きく貢献し
たものと考えら
れ、高く評価して
いる。

業務委託やイベント実施をする場合には、可能な限り市内企業や団
体に協力を得ている。

アカプライルミネーション2020-2021
アカプラにある北海道に現存する中で最古の街路樹であ
る29本のイチョウ並木を光で演出し、3 色の LED を用い
たイルミネーションを設置し、光の変化を楽しめるものと
した。

PARALLEL SAPPORO KITA3JO
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、大規模
なイベントは縮小・中止が余儀なくされ、イベントの消失、
アーティストの活動場所の消失などリアル空間での活動
制限により地域活動も低迷しており、「賑わいの創出」だ
けでない、ウィズコロナにおける広場の活用方法の検討
が必要である。
イベントによる賑わい創出が難しくなった広場の新たな活
用方法を探る実験として、令和３年度から本格運用する
バーチャル空間の構築準備を進めた。

8



様式3-1

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▲ 18,732

○仕様書に定め
例年実施している
利用者アンケート
については十分な
回答数が確保で
きなかったが、R2
年度は新型コロナ
ウィルス感染症の
影響によりやむを
得ないものであ
る。

▽　利用者アンケートの結果

0 0 0

法人税等 0 0

純利益 ▲ 11,662

利用者アンケートを
実施し、意見・要望
に基づき、設備の
改善を行った。
イベントが少なかっ
たため、今年度は
自主事業のアン
ケートの内容も記
載した。
アンケートの結果を
もとにより良い運営
につなげていきた
い。

４　収支状況

支出

▲ 7,070

0

R2決算

380

▲ 18,732

R2計画

23,639

収入-支出

▽　収支

差

（千円）

▲ 379

自主事業支出 5,437 ▲ 2,165

▲ 10,659

指定管理費

▲ 9,575

6,038 0

○R元年度までは
利用料収入が概
ね順調に伸びてき
たところ、R2年度
は新型コロナウィ
ルス感染症の影
響により利用料金
がほぼ見込めな
い状況となり、計
画からの乖離は
やむを得ない。

自主事業収入 716 677 ▲ 39

24,018

▲ 11,662

指定管理業務支出

7,502

▽　説明

6,038

3,272

その他 0 1,084 1,084

利用料金 11,039

指定管理業務収入

収入

29,455 26,911 ▲ 2,544

17,077

実施方
法

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

結果概
要

①アンケートは1件の回収。
▽利用の効果について、とても高い／高いと回答したの
は1件。
▽使いやすさについて、とても使いやすい／使いやすい
と回答したのは1件。
▽当施設の職員の接遇について、大変良かった、まあ良
かったと回答したのは、1件（100％）
▽総合満足度について、とても満足と回答したのは1件
（100％）
②アンケートは21件の回収。
▽利用の効果について、とても高い／高いと回答したの
は15件（71.4％）。
▽当施設の職員の接遇について、大変良かった、まあ良
かったと回答したのは、21件（100％）
▽また出展したいかという問について、また出店したいと
回答したのは16件（76％）

①特になし
②キッチンカーの営業時間を延長してほしい。（２０２０年
度は17:00まで）→感染状況を鑑みながら柔軟に判断して
いく予定。

▲ 9,614

３　利用者の満足度

17,793 8,179

項目

新型コロナウイルス
の感染拡大の影響
により、当初利用申
込を受けていたイベ
ントは全てキャンセ
ルとなったことか
ら、減収となった。
次年度以降も新型
コロナウィルス感染
症により広場の利
用状況にも影響が
出ることが想定され
るため、経費の計
画的な支出に努め
ていきたい。

利益還元

▲ 7,070

北３条広場利用者を対象とし、広場利用者の満足度や
意見、要望について調査するもの。
①広場利用終了後メールでアンケートを送付し、後日回
収。
（ロケーション撮影等での利用者は除く）
②自主事業「アカプラテイクアウト~みんなのテラス席プ
ロジェクト」の出店者からの要望等を把握するために、出
店後にウェブアンケートを実施。

9
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▽利用料収入は、計画よりも10,659千円落ちている。その要因とし
て、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から予約済みのイベン
トのキャンセルが発生したためである。
▽日常にかかる清掃費については、計画通り支出した。一方、冬期
の除排雪費については、暖冬だったこともあり積雪が少なく、排雪作
業は行われなかった。計画より費用を削減したものの赤字となった。
▽施設の供用開始から6年が経過し、一部施設の修理等が発生し
た。
▽自主事業については、当初計画より費用が削減されているが、地
域の企業や関係各所と連携して事業を実施したことや一部事業を取
りやめたことによる。
▽赤字部分については、指定管理及び自主事業業務以外の会社全
体業務で補填している。法人税についても同様。

10
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Ⅲ　総合評価

▼情報公開請求はなかった。

▼協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）について、暴
力団員や暴力団関係事業者を相手に契約を行わなかった。

適

不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条
例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

法令及び業務仕様書に従い、適切な施設運営を行ってい
る。施設環境を清潔に保つために丁寧な清掃を行うととも
に、イベント等の実施にあたっては、新型コロナウィルス感
染症の状況を適切に踏まえながら、利用者と緊密な調整
を行い、空間の質の確保や景観、利用者の安全性に十分
に配慮して、広場の管理運営にあたっていた。
特に、新型コロナウィルス感染症の影響がある中において
も、従業員の労働環境に配慮する一方で、広場の特性を
活かした新たな取組を積極的に進めており、受け身ではな
く自ら考え実現する意欲と行動力は高く評価できるもので
ある。

新型コロナウィルス感染症の影響が続く間においては、
利用者の安全性に配慮しながら、屋外公共空間として
の役割を果たせるよう、適切な管理運営を継続していた
だきたい。
一方、従来のような広場の利用が可能となる社会状況
の到来を見据え、活発な広場利用と収益の確保につな
げていくため、現時点で考えられる取組を積極的に進め
ていただくことを期待する。

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

▼各条例の規定に則り、全て適切に対応した。

「札幌市北３条広場」の指定管理者として、広場の魅力を
高められるよう、コンセプトに合ったイベントの誘致や自主
事業の実施により、広場の目標像を広く共有するととも
に、居心地の良い落ち着いた雰囲気や、景観を活かした
札幌の美しさを感じられる空間の創出のため、適切な維持
管理・運営を行った。しかし新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、広場の利用状況にも大きく影響が出た。来場者の
感染対策として、利用者とは、事前に新型コロナウイルス
感染防止対策の確認を十分に打ち合わせることで、当日
のイベントが円滑に行えるように取り組むなどの管理運営
に取り組んだ。またイベント外での日常利用のあり方とし
て、キッチンカー事業を始め、地域の方々から活用され
た。

来年度以降もイベントの利用が減少することが想定され
るが、今後もお客様に安心して広場をご利用いただける
よう様々な施策や情報発信を継続して行いたい。また当
面の間は「集う」活動の実施もなかなか困難であるが、
オンライン等の活用を図りながら、終息後の活動に繋が
るような取組を実施していきたい。
札幌駅前通地下広場と札幌市北３条広場が一体となっ
て賑わいの創出を図ることが求められることから、二つ
の施設の管理者として地下・地上両方使用していただけ
るような利用促進を図っていきたい。また、利用者側の
立場にたち、利用者の意見もフィードバックしつつ、質を
確保できるような貸出方法を検討していきたい。

総合評価 来年度以降の重点取組事項

▽　安定経営能力の維持 不適

適
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